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【１】土地収用法（抄） （昭和 26 年 6 月 9 日法律第 219 号） 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及

び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、

もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。 

（土地の収用又は使用） 

第二条 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業

の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、こ

れを収用し、又は使用することができる。 

（土地を収用し、又は使用することができる事業） 

第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該

当するものに関する事業でなければならない。 

一 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路、道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）

による一般自動車道若しくは専用自動車道（同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送

事業法（平成元年法律第八十三号）による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）又は駐

車場法（昭和三十二年法律第百六号）による路外駐車場 

二 河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害

に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する堤防、護岸、ダム、

水路、貯水池その他の施設 

三 砂防法（明治三十年法律第二十九号）による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設 

三の二 国又は都道府県が設置する地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）による地すべり防

止施設又はぼた山崩壊防止施設 

三の三 国又は都道府県が設置する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律

第五十七号）による急傾斜地崩壊防止施設 

四 運河法（大正二年法律第十六号）による運河の用に供する施設 

五～九の二 (略)  

十 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）による港湾施設又は漁港漁場整備法（昭和二十五年法律

第百三十七号）による漁港施設 

十の二 海岸法（昭和三十一年法律第百一号）による海岸保全施設 

十の三 津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）による津波防護施設 

十一 航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）による航路標識又は水路業務法（昭和二十五年法律

第百二号）による水路測量標 

十二 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供する

もの 

十三 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設 

十三の二～二十四 (略) 

二十五 墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）による火葬場 
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二十六 と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）によると畜場又は化製場等に関する法律（昭和二十

三年法律第百四十号）による化製場若しくは死亡獣畜取扱場 

二十七 地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第十

五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄

物処理施設その他の廃棄物の処理施設（廃棄物の処分（再生を含む。）に係るものに限る。）及び地方

公共団体が設置する公衆便所 

二十七の二 国が設置する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電

所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年

法律第百十号）による汚染廃棄物等の処理施設 

二十八 卸売市場法（昭和四十六年法律第三十五号）による中央卸売市場及び地方卸売市場 

二十九 自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）による公園事業 

二十九の二 自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）による原生自然環境保全地域に関する保

全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業 

三十 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が都市計画法（昭和四十三

年法律第百号）第四条第二項に規定する都市計画区域について同法第二章の規定により定められた第

一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専

用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要

とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営 

三十一 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用

に供する施設 

三十二 国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供す

る施設 

三十三～三十四の三 (略) 

三十五 前各号のいずれかに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌

道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は

宿舎その他の施設 

 

（事業の認定） 

第十六条 起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するもの

に関する事業（以下「関連事業」という。）のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、こ

の節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。 

（事業の認定の要件） 

第二十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、

事業の認定をすることができる。 

一 事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。 

二 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。 

三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。 

四 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

【２】公共用地の取得に関する特別措置法（抄）      （昭和 36 年 6 月 17 日法律第 150 号）                   

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、土地等を収用し、又は使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大

な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法（昭

和二十六年法律第二百十九号）の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得

に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。 

（特定公共事業） 

第二条 この法律において「特定公共事業」とは、土地収用法第三条各号の一に該当するものに関する

事業若しくは都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の規定により土地を収用し、若しくは使用する

ことができる都市計画事業のうち、次の各号の一に該当するものに関する事業又は当該事業に係る土

地収用法第十六条に規定する関連事業で、起業者が第七条（第四十五条において準用する場合を含む。）

の規定による国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

一 高速自動車国道又は一般国道 

二 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構が設置する幹線鉄道のうち政令で定める主要な区間 

三 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港 

四 都の特別区の存する区域又は人口五十万以上の市の区域における交通の混雑を緩和するため整備す

ることを要する道路、駅前広場、鉄道又は軌道で政令で定める主要なもの 

五 電気通信役務に対する需要の急激な増加に対応するため整備することを要する電話施設のうち、都

の特別区の存する区域若しくは人口五十万以上の市の区域に設置する政令で定める主要な施設又は政

令で定める主要な市外通話幹線路の中継施設 

六 一級河川若しくは政令で定める二級河川若しくはそれらの河川に設置する政令で定める主要な治水

施設又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するため設置する政令で定める大規

模な利水施設 

七 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の

用に供する発電施設又は送電変電施設で政令で定める主要なもの 

八 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に公共の利害に重大な関係があり、かつ、

その整備の緊急性があるもので政令で定めるもの 

九 前各号の一に掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、

電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他

の施設 

（特定公共事業の認定の要件） 

第七条 国土交通大臣は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会

の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。 
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一 事業が土地収用法第三条各号の一に該当するものに関する事業若しくは都市計画法の規定により土

地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、第二条各号の一に該当するものに

関するもの又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業であること。 

二 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。 

三 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。 

四 事業が公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要するものであること。 

（特定公共事業の認定の手続） 

第八条 土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用

する。この場合において、同法第二十一条第一項中「第十八条第三項」とあるのは「公共用地の取得

に関する特別措置法第四条第三項」と、同法第二十四条第一項中「第二十条」とあるのは「公共用地

の取得に関する特別措置法第七条」と読み替えるものとする。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【３】日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 

（抄）     （昭和 27 年 5 月 15 日法律第 140 号）                                                       

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設

及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定〔昭和三五年六月条約第七号〕を実施

するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊（以下「駐留軍」という。）の用に供する土地等の

使用又は収用に関し規定することを目的とする。 

（土地等の使用又は収用） 

第三条 駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供する

ことが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用する

ことができる。 

（土地等の使用又は収用の認定の申請） 

第四条 地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所

有者（土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。）又は関係人の意見書その他

政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を

受けなければならない。 

２ 前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。 

（土地等の使用又は収用の認定） 

第五条 防衛大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が第三条に規定する要件に該当すると認めると

きは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。 

（土地収用法の適用） 

第十四条 第三条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を

除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第三条各号の一に掲げる事業」と、「地方防衛局
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長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣の行う事業の認定」と、「土

地等の使用又は収用の認定の告示」を「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、土地収

用法の規定（第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条、第十五条の十

四から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第三章の二、第三十六条第五項、

第三十六条の二第四項、第四十二条第四項から第六項まで、第五章第一節、第八章第三節、第百二十

五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五号、第百三十九条から第百三十九条の三まで並びに

第百四十三条第五号の規定を除く。）を適用する。 

２ （以下略）。 

（認定土地等の暫定使用） 

第十五条 地方防衛局長は、駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規

定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第五条の規定に

よる認定があつたもの（以下「認定土地等」という。）について、その使用期間の末日以前に前条の規

定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請及び前条の規定により適用

される同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立て（以下「裁決の申請等」という。）を

した場合で、当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失

の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明渡裁

決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる。（以下略） 

（緊急裁決） 

第十九条 収用委員会は、駐留軍の用に供するため第五条の規定による認定があつた土地等のうち認定

土地等を除くもの（以下「特定土地等」という。）に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土

地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長の申立てがあつたとき

は、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に

掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、

まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされて

いるときは明渡裁決をすることができる。 （以下略） 

第二十条 前条第一項の裁決（以下「緊急裁決」という。）においては、第十四条の規定により適用され

る土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関

するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料

に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償を

すべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものにつ

いては、概算見積りによる仮補償金（概算見積りによる第十四条の規定により適用される同法第九十

条の三第一項第三号に掲げる加算金及び第十四条の規定により適用される同法第九十条の四の規定に

よる過怠金を含む。以下同じ。）を定めなければならない。 

（防衛大臣への事件の送致） 

第二十二条 収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局

長から行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）第七条の規定による異議申立てがあつたとき

は、収用委員会は、同法第五十条第二項の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地

収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。（以下略） 
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（裁決の代行） 

第二十三条 防衛大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自

ら当該事件に係る裁決を行うものとする。 

２ 地方防衛局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、異議申立ての日

から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、防衛大臣に対して、

収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。 

３ 防衛大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第一項の裁決を行う

ことができる。 

４ 防衛大臣は、第一項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続

又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員

会に代わつて、自ら行うことができる。 

５ 防衛大臣は、第二項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等の所有者及び関係人にその旨

を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。 

６ 収用委員会は、前項の通知を受けたときは、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣

に送付しなければならない。 

７ 第一項又は第三項の規定により防衛大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を

経なければならない。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【４】自然環境保全法              （昭和 47 年 6 月 22 日号外法律第 85 号 ）                               

 

（目的） 

第一条 この法律は、自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）その他の自然環境の保全を目的と

する法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自

然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、

将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に

寄与することを目的とする。 

（財産権の尊重及び他の公益との調整） 

第三条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保

全その他の公益との調整に留意しなければならない。 

（指定） 

第十四条 環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状

態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公

共団体が所有するもの（森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条第一項又は第二十五

条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林（同条第一項後段又は第二項後段におい

て準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。）の区域を除く。）のうち、

当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。 
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２ 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事

及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。 

３ 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地

を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合

にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。 

４ 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなけ

ればならない。 

５ 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

６ (略) 

（行為の制限） 

第十七条 原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環

境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必

要な応急措置として行う場合は、この限りでない。 

一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 

二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。 

三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 

四 水面を埋め立て、又は干拓すること。 

五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 

六 木竹を伐採し、又は損傷すること。 

七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。 

八 木竹を植栽すること。 

九 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。 

十 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 

十一 動物を放つこと（家畜の放牧を含む。）。 

十二 火入れ又はたき火をすること。 

十三 廃棄物を捨て、又は放置すること。 

十四 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。 

十五 車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 

十六 前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそ

れがある行為で政令で定めるもの 

２ 前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度

において、条件を附することができる。 

３ 原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為

をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければなら

ない。 

４ 原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内にお

いて第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間

（その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間）は、
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同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 

５ 次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。 

一 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為 

二 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及

ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの 

（中止命令等） 

第十八条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めると

きは、前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者

に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が

著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

２ 環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定

する権限の一部を行なわせることができる。 

３ 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

（立入制限地区） 

第十九条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認め

るときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定

することができる。 

２ 第十四条第三項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第四項及び第五項

の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。 

３ 何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでな

い。 

一 第十七条第一項ただし書の許可を受けた行為（第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為

を含む。）を行なうために立ち入る場合 

二 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合 

三 原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合 

四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及

ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合 

五 前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合 

（国等に関する特例） 

第二十一条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条

第三項第五号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、

その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 

２ 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項

の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。 

（指定） 

第二十二条 環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののう

ち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然

環境保全地域として指定することができる。 
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一 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域（これと一体となつて自然環

境を形成している土地の区域を含む。）でその面積が政令で定める面積以上のもの（政令で定める地域

にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。） 

二 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域（これと一体となつて自然環境を形成している土地の

区域を含む。）でその面積が政令で定める面積以上のもの 

三 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体と

なつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの 

四 その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河

川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの 

五 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物を含む自然環境が優れた状態を維持し

ている海域でその面積が政令で定める面積以上のもの 

六 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が

前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で

定める面積以上のもの 

２ 自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないもの

とする。 

３ 環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長

及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自

然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。 

４ 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところ

により、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

５ 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満

了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。 

６ 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたと

き、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開

催するものとする。 

７ 第十四条第四項及び第五項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更

について、第三項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後

段及び前三項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

 

【５】海岸法  （昭和 31 年 5 月 12 日法律第 101 号） 

 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 海岸保全区域に関する管理（第五条―第二十四条） 

第三章 海岸保全区域に関する費用（第二十五条―第三十七条） 
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第三章の二 海岸保全区域に関する管理等の特例（第三十七条の二） 

第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用（第三十七条の三―第三十七条の八） 

第四章 雑則（第三十八条―第四十条の五） 

第五章 罰則（第四十一条―第四十三条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとと

もに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを

目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「海岸保全施設」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域内にあ

る堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜（海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持する

ために設けたもので、指定したものに限る。）その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための

施設をいう。 

２ この法律において、「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸

の土地（他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令

で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあつては、都道

府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。）及びこれと一体として管理

を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面をいい、「一般公共海

岸区域」とは、公共海岸の区域のうち第三条の規定により指定される海岸保全区域以外の区域をいう。 

３ この法律において「海岸管理者」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共

海岸区域（以下「海岸保全区域等」という。）について第五条第一項から第四項まで及び第三十七条の

二第一項並びに第三十七条の三第一項から第三項までの規定によりその管理を行うべき者をいう。 

（海岸保全基本方針） 

第二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本

的な方針（以下「海岸保全基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ （以下略） 

（海岸保全基本計画） 

第二条の三 都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域

等に係る海岸の保全に関する基本計画（以下「海岸保全基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ （以下略） 

（海岸保全区域の指定） 

第三条 都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置

その他第二章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を

海岸保全区域として指定することができる。ただし、河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三

条第一項に規定する河川の河川区域、砂防法（明治三十年法律第二十九号）第二条の規定により指定
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された土地又は森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条第一項若しくは第二十五条の

二第一項若しくは第二項の規定による保安林（同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段におい

て準用する同法第二十五条第二項の規定による保安林を除く。以下次項において「保安林」という。）

若しくは同法第四十一条の規定による保安施設地区（以下次項において「保安施設地区」という。）に

ついては、指定することができない。 

２ （以下略） 

（指定についての協議） 

第四条 都道府県知事は、港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第三項に規定する港湾区域

（以下「港湾区域」という。）、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域（以下「港湾隣接地域」

という。）若しくは同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域（以下この条及び

第四十条において「公告水域」という。）、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための

低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律（平成二十二年法律第四十一号）第九条第一項の規

定により国土交通大臣が公告した水域（以下この条及び第四十条において「特定離島港湾区域」とい

う。）又は漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）第六条第一項から第四項までの規定によ

り市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域（以下「漁港区域」という。）

の全部又は一部を海岸保全区域として指定しようとするときは、港湾区域又は港湾隣接地域について

は港湾管理者に、公告水域については公告水域を管理する都道府県知事に、特定離島港湾区域につい

ては国土交通大臣に、漁港区域については漁港管理者に協議しなければならない。 

２ 港湾管理者が港湾区域について前項の規定による協議に応じようとする場合において、当該港湾が

港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるときは、港湾管理者

は、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 

第二章 海岸保全区域に関する管理 

（管理） 

第五条 海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道

府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものと

する。 

３ （以下略） 

（主務大臣の直轄工事） 

第六条 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重

要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災

害復旧に関する工事を施行することができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該海

岸管理者の意見をきかなければならない。 

一 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の規模が著しく大であるとき。 

二 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の技術を必要とするとき。 

三 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の機械力を使用して実施する必要があ

るとき。 
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四 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が都府県の区域の境界に係るとき。 

２ 主務大臣は、前項の規定により海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場

合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者に代つてその権限を行うものとする。 

３ 主務大臣は、第一項の規定により海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する

場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

（海岸保全区域の占用） 

第七条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域（公共海岸の土地に限る。）内において、海岸保全施設以外

の施設又は工作物（以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。）を設けて当該海

岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けな

ければならない。 

２ 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の

防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。 

（海岸保全区域における行為の制限） 

第八条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところによ

り、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りで

ない。 

一 土石（砂を含む。以下同じ。）を採取すること。 

二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。 

三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。 

２ 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

第八条の二 何人も、海岸保全区域（第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海

岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区

域に限る。）内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 

一 海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物（第十六条及び第三十一条において「海

岸保全施設等」という。）を損傷し、又は汚損すること。 

二 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損

すること。 

三 自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。 

四 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。 

２ 海岸管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第三号の規定による指定をするときは、主

務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とす

る。 

３ 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。 

（経過措置） 

第九条 (略) 

（許可の特例） 

第十条 (略)  

（占用料及び土石採取料） 
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第十一条 海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第七条第一項又は第八条第一項第一号の規定

による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地

以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。 

（監督処分） 

第十二条 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条

件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却（第八条の二第一項第三号

に規定する放置された物件の除却を含む。）、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防す

るために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。 

一 第七条第一項、第八条第一項又は第八条の二第一項の規定に違反した者 

二 第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者 

三 偽りその他不正な手段により第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者 

２ 海岸管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、第七条第一項又は第八条第一項の規定に

よる許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずること

ができる。 

一 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。 

二 海岸の保全上著しい支障が生じたとき。 

三 海岸の保全上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。 

３ 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置

を命ずべき者を確知することができないときは、海岸管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、

当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、海岸管理者又はその命じた者

若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

４ （以下略） 

（損失補償） 

第十二条の二 海岸管理者は、前条第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常

生ずべき損失を補償しなければならない。 

（以下略） 

（緊急時における主務大臣の指示） 

第十二条の三 主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる

必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第十二条第一項又は第二項の規定による処分又は命

令を行うことを指示することができる。 

（海岸管理者以外の者の施行する工事） 

第十三条 ～二十三条 (略) 

（海岸保全区域台帳） 

第二十四条 海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。 

２ 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むこ

とができない。 

３ 海岸保全区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。 
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第三章 海岸保全区域に関する費用 

第三章の二 海岸保全区域に関する管理等の特例 

（主務大臣による管理） 

第三十七条の二 国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により都道府県知事

が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、

第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。 

２ 主務大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知

事の意見を聴かなければならない。 

３ 第一項の規定により指定された海岸に係る第三条の規定による海岸保全区域の指定又は廃止は、主

務大臣が行うものとする。 

４ 第一項の海岸保全区域を管理するために要する費用は、第二十五条の規定にかかわらず、国が負担

するものとする。 

５ 第一項の規定により主務大臣が海岸保全区域の管理を行う場合における第三条第四項、第三十二条

第一項、第三十三条第二項及び第三十六条の規定の適用については、第三条第四項中「都道府県知事」

とあるのは「主務大臣」と、第三十二条第一項及び第三十六条中「当該海岸管理者の属する地方公共

団体」とあるのは「国」と、第三十三条第二項中「海岸管理者の属する地方公共団体の条例」とある

のは「政令」とする。 

第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用 

第四章 雑則 

（報告の徴収） 

第三十八条 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長

及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 

（許可等の条件） 

第三十八条の二 海岸管理者は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を

付することができる。 

２ 前項の条件は、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはな

らない。 

（以下略） 

第五章 罰則 

（以下略） 

 


